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第５期第６回横浜市子ども・子育て会議放課後部会 会議録 

開催形態 書面開催（新型コロナウイルス感染拡大防止のため） 

日  時 審議期間 令和４年７月 20 日（水）から７月 27 日（水）まで 

【資料送付日】 令和４年７月 20 日（水） 

【意見等回答日】令和４年７月 27 日（水） 

出 席 者 
明石要一部会長、青山鉄兵副部会長、青柳寛子委員、池田浩久委員、辺見伸一

委員、宮崎良子委員、松本豊委員、宮永千恵子委員 

欠 席 者 角井 治朗 

議  題 

＜議事＞ 

１ 令和３年度第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価につ

いて 

＜議事＞ 

１ 令和３年度第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価について 

＜意見等＞ 

（明石委員）記述に関して、異論はありません。よくできています。プレイパークの重要性を

指摘しているのがよいです。 

 

（事務局）プレイパークについては、豊かな遊びの環境づくりを推進し、地域とともに子ども・

青少年の健全育成を図っていくため、引続き支援を行っていきます。 

 

（辺見委員）資料 5-2＜主な事業・取組＞の放課後児童育成事業の利用者・実施事業者の意見・

評価について、「使いづらくなった」（7.2％）との意見もありますので使いづらくなった理由等

がわかっていれば、少しでも意見を吸い上げて今後に反映していただきたいです。 

 

（事務局）キッズクラブは感染拡大防止の観点から、わくわく【区分１】の利用を制限する対

応としており、利用者から「使いづらい」といったご意見をいただております。 

このようなご意見を踏まえ、本年 7 月には、わくわく【区分１】の利用制限を解除する目安を

示し、感染症の状況に応じて段階的に制限を解除できるよう取り組んでいるところです。 

今後もいただいたご意見は、施策の参考とさせていただきます。 
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２ その他 

＜意見等＞ 

（宮崎委員） 

キッズクラブの夏休みの利用についてです。７月は利用日が少ないのに、１か月分登録しなけ

ればならず、お金が大変です。８月の利用は１か月全部ではないので、７月の数日と８月を合

わせて１か月分として登録させてもらえないかということです。ご検討ください。 

 

（事務局）利用料は、利用者アンケートや他都市の状況等を踏まえ設定しており、利用する日

数に関わらず、月額の利用料としています。夏休み期間中は開所時間が長いため、長時間お子

さまを預かることができることとなりますので、ご理解いただきたいと考えます。 

  

（宮崎委員） 

キッズ全般について、新しい区分ができたことで良かった点もたくさんあると思いますが、高

学年の利用がさらに難しくなっています。高学年になると子どもが行きたがらないという現状

もありますが、何か工夫があるといいのではないでしょうか。 

 

（事務局）高学年の利用については、新しい区分が創設される以前にも、利用率が低い現状が

ありました。これは、放課後の過ごし方の選択肢が増えることや、一人で過ごすことができる

など、児童の成長によるものだと考えます。 

高学年が主体的にかかわれる活動や役割をキッズクラブの中に創出する取組については、これ

までの部会の中でも課題として挙げられていることから、今後もプログラムの充実等、高学年

の関わり方について検討していきます。 

 

（宮永委員）コロナ禍、放課後キッズクラブの事業所の方には、大変感謝しております。 

今年度、障害をもつ子どもの保護者からは、「新区分が導入され、選択肢が増えたと感じる」「夏

休みなど 1 日預けるときは、その日の出来事、担当した先生の名前、遊んだ友達の名前を紙に

書いてくれるのでどう過ごしたか分かりありがたいし安心して預けています。」という意見があ

りましたが、一方で「友達のいない子にとっては個別級以外のお友達とも関われる貴重な機会

でもあるのに、働いていない場合は利用しにくくとても残念」「使い勝手がよくないと感じる。

今年度から変わったようだが、昨年度末に「システムが変わるので、説明会参加を」と通知が
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来たが、説明会の時間が 17:00 から 18:30 まで、子どもは一緒に参加できませんと言われ、障

害ある子どもに留守番はさせられず、とまどった」「通わせたいが見てくれる大人の数が限られ

ているのでトラブルが多いと聞いて怖くて利用出来ない。」という意見も届いています。 

今後も障害をもつ子ども達や保護者にとっても、利用しやすいキッズクラブとなりますよう、

お願いいたします。 

 

（事務局）わくわく【区分１】の使いづらさについては、前述のとおり、感染拡大防止の観点

から、その利用を制限していることが背景にあると考えております。 

このことから、本年 7 月には、わくわく【区分１】の利用制限を解除する目安を示し、感染症

の状況に応じて段階的に制限を解除できるよう取り組んでいるところです。 

また、説明会については各キッズクラブの運営法人に実施方法を決めていただいているところ

ですが、開催時期である１月中旬から３月にかけては感染症の第６波の影響もあり、密な環境

にならないように参加人数を制限したうえで説明会を実施したクラブもあると聞いています。

説明会の場でなくても、入会の前に個別の面談や見学をすることもできますので、各クラブへ

ご相談いただければと思います。 

いただいたご意見は、キッズクラブを運営する法人にも伝え、可能な限り寄り添った対応がで

きるよう取り組んでまいります。 

以 上 

資料 

［議案資料］ 

資料５－１ 令和３年度第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価に

ついて 

資料５－２ 令和３年度横浜市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価案 

［参考資料］ 

資料１ 横浜市子ども・子育て会議 放課後部会委員名簿 

資料２ 横浜市子ども・子育て会議 放課後部会事務局名簿 

資料３ 横浜市子ども・子育て会議条例 

資料４ 横浜市子ども・子育て会議運営要綱 

資料６ 意見書 

特記事項 な し 

 


